
 

上尾市告示第１７２号  

住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１項の規

定により下記の者の住民票を職権により消除したが、当該消除した旨の通知

を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないので、同条第４項後段の規定

に基づき、当該通知に代えて、その旨を公示する。  

令和８年５月８日  

上尾市長   畠  山   稔   

                記  

職 権 に よ り 消 除

した者の氏名  

住民基本台帳に記録されて

いた住所  

職 権 に よ り 消 除 し た

年月日  

神谷  昇  上尾市愛宕三丁目２６番７

－６号  

令和８年４月２４日  

ロ ド リ ゲ ス  ロ

ド リ ゲ ス  ホ セ  

ビクトル  

上尾市愛宕二丁目２１番３

号  第２アゼリアハイツ４

０８  

令和８年４月２４日  

下り藤  正和  上尾市今泉一丁目４番地７  

コスモハイツ博２０１   

令和８年４月２４日  

眞中  清  埼玉県上尾市春日一丁目１

番１５号  さくら２０２  

令和８年４月２４日  

伊東  元杜  上尾市小泉八丁目１４番地

３  ラ ・ ル ク シ ュ ー ル Ⅱ  

２０１  

令和８年４月２４日  

小澤  輝雄  上尾市中妻一丁目５番地１

２  

令和８年４月２４日  

中村  鉄也  上尾市中妻四丁目１３番地

１  根本工業  

令和８年４月２４日 

 


